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 海上自衛隊以外の自衛隊の隊員が、海上自衛隊の部隊又は機関に入校、入院又は派遣勤務

を命ぜられた場合、当該隊員がその所属元から職員別給与簿、給与通報又は給食依頼書等を

携行するか又は所属元からこれら書類の送付を受けた場合は、俸給等の支給に関する依頼が

あつたものとして俸給支給機関の長又は給食実施機関の長は必要と認める給与等を支給す

ることとされたから通知する。 

 なお、海上自衛隊の隊員について陸上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関に依頼する場

合も上記と同様な取扱がされることとなつているから了知されたい。 

 


